
   

 

 

あじさいが美しく咲く季節になりましたが、皆さま、いかがお過ごしでしょうか。 

さて、今回の共同実施だよりは「住民税」「児童手当」「新型コロナウイルスにおける職員の服務」

「手当の事後確認」についてです。提出期限があるものについては、期限内に提出願います。 

                                                 

◇住民税について 

お住まいの都道府県や市区町村に対し納付する税 

のことで、都道府県民税と市区町村民税を合わせて 

住民税といいます。住民税には所得金額に関わらず 

定額で課税される「均等割」と前年の所得に応じて 

課税される「所得割」があります。 

税額は、令和３年１月１日～12 月 31 日の所得   ※納期の時期は R4 年６月から R5 年５月まで 

（年末調整や確定申告の結果が反映されている）に基づいて計算され、令和４年１月１日現在の居

住市区町村へ納付します。納付方法は基本的に給与から徴収となります。（特別徴収） 

市区町村より発行される令和４年度給与所得…特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者）

を配付しますので確認をお願いします。 

確認の都合上、通知書を開封しました。ご了承ください。 

◇児童手当について 

１ 対象者 中学校卒業までの児童を養育し、かつ、これと生計を同じくする父又は母等 

２ 支給額 ３歳未満、第３子以降は小学生まで………１万５千円 

   ３歳～小学生（第１・２子）………………１万円 

中学生…………………………………………１万円 

   ※６･１０･２月の給与支給日に口座振込（４か月分ずつ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇新型コロナウイルスにおける職員の服務について（別添参照） 

 千葉県教育委員会から出ているガイドラインを参考までに一部抜粋しました。 

なお、実際の服務の取扱いについては、校長先生へ確認してください。 
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３ 提出書類  

・現況届（書類は事務が用意します）…１部 
 ６月２４日（金）までに事務職員へ提出してください。 

～ マイナンバー制度による情報連携に同意しない場合、以下の書類が必要となります。 ～ 

取得する前に事務職員に確認をしてください。 

・職員本人及び配偶者（収入がある場合）の「令和４年度所得証明書（児童手当用でマイナンバーの

記載のないもの）」… 各１通 
 

➡令和４年度所得証明書（令和３年の所得等が記載）は、R4.1.1時点の居住市区町村の税務課でもらい

ます。なお、お住まいの市区町村によって、発行開始日が異なります。 

～児童手当の現況届の提出が必要となります～ 

 

https://frame-illust.com/?p=7784


◇手当の事後確認について 

事後確認は、手当を受給している職員が認定の要件を備えているか、毎月の手当額が適正である

かということを確認するものです。毎年行うことになっておりますので、御協力をお願いします。 

なお、通勤手当につきましては、９月末までには確認する予定です。 

 

― 住居手当事後確認 ― 

1  対 象 者    住居手当を受給している職員 

 

２  提出書類    ①住居手当事後確認現況届（借家用） 

②最新の契約書の写し   

③直近の家賃の領収書の写し 
 
 

― 扶養手当事後確認 ― 

１ 対 象 者  扶養手当を受給している職員  

 

２ 提出書類  ①扶養手当事後確認現況届 

        ②その他添付書類（下記参照） 

 被扶養者の年齢や区分 必要な書類 

配偶者 ・令和４年度所得証明書(令和３年分所得記載) 

子
・
弟
妹
・
孫
等 

０～15 歳（中学３年生まで） ・扶養（家族）手当等無支給証明書 

高校１年生 ・学生証又は身分証明書の写し 

・扶養（家族）手当等無支給証明書 

高校２～３年生 ・在学証明書（但し毎年学生証が発行される 

場合は学生証でも可） 

・扶養（家族）手当等無支給証明書 

大学生又は専門学校生 

（前年度が全日制の高校生） 

・在学証明書又は身分証明書の写し 

・扶養（家族）手当等無支給証明書 

大学生又は専門学校生（上記以外の者） ・令和４年度所得証明書(令和３年分所得記載) 

・扶養（家族）手当等無支給証明書 

父母・祖父母等 ・令和４年度所得証明書(令和３年分所得記載) 

・年金額改定通知書の写し 

※不安定収入者や別居親族を扶養している場合については、上記以外に必要な書類があります

ので、個別にお知らせいたします。 

※お住まいの市区町村によって、令和４年度所得証明書（令和３年の所得等が記載）の発行開始日が 

異なります。 

 

 

 

手当の事後確認に係る 

書類の提出期限は 

７月２１日（木）までです。 

●給与・旅費の支給日について● 

6月１７日(金) 旅費支給日 

6月２１日(火) 月例給与・児童手当支給日 

6月３０日(木) 期末勤勉手当支給日 

アルバイトなどをしている

被扶養者がいる場合は、 

給与明細等を保管して 

おいてください！ 

住居手当の事後確認の実施等、詳細は 

事務職員にお尋ねください。 
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